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別紙３  

北広島町の給与・定員管理等について  

 

 

１  総括  

 

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）  

区分  

 

住民基本台帳人口  

（ 29年１月１日）  

歳出額  

        Ａ  

実質収支  

 

人  件  費  

      Ｂ  

人件費率  

 Ｂ／Ａ  

(参考 ) 

27年度の人件費率  

28年度  
              人  

1 9 , 2 6 3  

      千円  

1 5 , 2 6 5 , 9 7 0  

    千円  

3 1 6 , 0 1 4  

    千円  

2 , 7 0 3 , 5 0 4  

      ％  

1 7 . 7  

              ％  

1 6 . 3  

 

 ( 2 )  職員給与費の状況（普通会計決算）  

区  分  

 

職員数  

    Ａ  

給      与      費      

  

 

 

 

 

(参 考 )一 人 当 た

り給与費   

Ｂ／Ａ  

(参 考 )類 似 団

体 （ Ⅳ － 0） ）

平 均 一 人 当 た

り 給 与 費  

給   料  職員手当    期 末 ･ 勤 勉 手 当   計  Ｂ  

28年度  
    人  

2 7 1  

    千円  

1 , 0 8 6 , 9 8 7  

    千円  

2 4 1 , 6 2 7  

    千円  

4 2 0 , 4 1 9  

    千円  

1 , 7 4 9 , 0 3 3  

千円  

6,454   

        千円  

5 , 5 9 0  

（注）１  職員手当には退職手当を含まない。  

２  職員数は、 28 年４月１日現在の人数である。  

３  給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含

まれており、職員数には当該職員を含んでいない。  

 

 (3) ラスパイレス指数の状況  

 

（注）１  ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較する

ため、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職

俸給表（一）適用職員の俸給月額を 100として計算した指数。  

２  類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平

均したものである。  
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(4) 給与改定の状況  

北広島町には人事委員会が設置されていないため、人事委員会による勧告はありません。  

月例給の給与改定率及び特別給の年間支給月数は、国に準じて行っています。  

 

(5) 給与制度の総合的見直しの実施状況について  

 

 

 

①給料表の見直し  

［  実施   未実施］  

 

 

 

 

 

②その他の見直し内容  

 

 

 

 

２  職員の平均給与月額、初任給等の状況  

 

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（ 29 年４月１日現在） 

    ①一般行政職  

  

 

 

 

 

 

区  分  

 

平 均 年 齢      

 

平均給料月額  

 

平均給与月額  

 

平均給与月額  

(国比較ベース ) 

北広島町    45.1 歳   342,900 円    407,185 円   363,074 円  

広島県  44.3 歳  341,948 円  424,545 円  384,290 円  

国  43.6 歳  330,531 円  －  410,719 円  

 類似団体     41.8 歳    308,271 円    354,901 円   331,618 円  

（注）１  「平均給料月額」とは、29 年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。 

２  「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手

当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされて

いるものである。また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース

（＝時間外勤務手当等を除いたもの）で算出している。  

 

 (2) 職員の初任給の状況（ 29 年４月１日現在）  

区     分  北広島町  広島県  国    

  

  

  

    

一般行政職  
大  学  卒  167,600 円   184,800 円       178,200 円   

高  校  卒         146,100 円   150,500 円       146,100  円   

消  防  職  
大  学  卒         204,100 円   －  －  

高  校  卒         171,600 円   －  －  

 

（給料表の改定実施時期）平成２７年４月１日  

（内容）一般行政職、消防職、技術職、医療職及び教育職の給料表について、国の見直し内容を踏

まえ、平均 2％引下げ。  

激変緩和のため、３年間（平成３０年３月３１日まで）の経過措置（現給保障）を実施。  

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手

当の支給割合の見直し等に取り組むとされている。  

単身赴任手当について、国と同様に見直しを実施。（平成２７年４月１日実施）  

寒冷地手当の廃止（平成２７年４月１日実施）３年間（平成３０年３月３１日まで）の経過措置  
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 (3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（ 29 年４月１日現在）  

 

 

 

３  一般行政職の級別職員数等の状況  

 

 ( 1 )  一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（ 29 年４月１日現在）  

区  分  標準的な職務内容  職員数  構成比  １号給の  

給料月額  

最高号給の

給料月額  

 １級  主 事          10人       5.3 ％  141,600 円  246,600 円  
 ２級  主 事          17人      9.1 ％  191,700 円  303,400 円  
 ３級  主 任 ・ 主 任 主 事          22人     11.7 ％  227,900 円  349,200 円  
 ４級  係 長 ・ 主 任          92人     48.9 ％  261,100 円  380,200 円  
 ５級  課 長 ・ 課 長 補 佐          28人     14.9 ％  287,100 円  392,200 円  
 ６級  課 長          19人      10.1 ％  317,700 円  409,400 円  

  （ 注）１  北広島町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。  

２  標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。  
 

 

 (2) 昇給への勤務成績の反映状況  

 

 

 

 

 

 

 

 

    区     分  15～ 19年  20～ 24年  25～ 29年  30～ 34年  

一般行政職  
大  学  卒  324,200 円        361,100 円        378,000 円        396,000 円  

高  校  卒             －   円        332,300 円        363,200 円        380,000 円  

昇 給 日 （ 4月 1日 ） 前 の 1年 間 に 病 気 休 暇 や 欠 勤 な ど の 日 数 が 一 定 の 日 数 を 超 え た 職 員

又 は 、 懲 戒 処 分 を 受 け た 職 員 に つ い て は 、 昇 給 号 給 の 調 整 を 行 っ て い ま す 。  



 

- 4 - 

４ 職員の手当の状況  

 

 (1) 期末手当・勤勉手当  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

北広島町  広島県  国  

１ 人 当 た り の 平 均 支 給 額  

（ 平 成 2 8年 度 ）  

        1,561 千円  

１ 人 当 た り の 平 均 支 給 額  

（ 平 成 2 8年 度 ）  

        1,644 千円  

－  

 

（ 2 8年度支給割合）  

 期末手当     勤勉手当  

2.60 月分   1 . 7 0  月分  

 (1.45) 月分   (0.80) 月分  

（ 2 8年度支給割合）  

 期末手当     勤勉手当  

2.60 月分   1 . 7 0  月分  

 (1.45) 月分   (0.80) 月分  

（ 2 8年度支給割合）  

 期末手当     勤勉手当  

2.60 月分   1 . 7 0  月分  

 (1.45) 月分   (0.80) 月分  

 

（加算措置の状況）  

職制上の段階、職務の級等による加算措置              

役 職 加 算  5～ 1 0％  

 

（加算措置の状況）  

職制上の段階、職務の級等による加算措置              

役 職 加 算  5～ 2 0％  

管 理 職 加 算  1 5～ 2 5％  

 

（加算措置の状況）  

職制上の段階、職務の級等による加算措置              

役 職 加 算  5～ 2 0％  

管 理 職 加 算  1 0～ 2 5％  

（注）  (  )内は、再任用職員に係る支給割合である。  

 

  ○勤勉手当への勤務成績の反映状況（一般行政職）  

基 準 日 （ 6月 1日 、 1 2月 1日 ） 以 前 の 6ヶ 月 間 に 、 病 気 休 暇 や 欠 勤 な ど の 日 数 が 一 定

の 日 数 を 超 え た 職 員 、 懲 戒 処 分 を 受 け た 者 に 対 し て 支 給 率 の 調 整 を 行 っ て い ま す 。  

 

 (2) 退職手当（ 29 年４月１日現在）  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

北広島町  国    

  

  

  

  

  

  

  

  

 

（支給率）    自己都合   応募認定・定年  

勤 続 2 0 年        20.445 月分  25.55625 月分  

勤 続 2 5 年        29.145 月分  34.5825  月分  

勤 続 3 5 年        41.325 月分  49.59    月分  

最高限度額    49.59 月分  49.59   月分  

その他の加算措置  

定 年 前 早 期 退 職 特 別 措 置 2～ 4 5％ 加 算  

1人当たり平均支給額  

  自己都合     応募認定・定年  

    4,913 千円    2 1 , 4 1 2  千円  

 

（支給率）    自己都合   応募認定・定年  

勤 続 2 0 年        20.445 月分  25.55625 月分  

勤 続 2 5 年        29.145 月分  34.5825  月分  

勤 続 3 5 年        41.325 月分  49.59    月分  

最高限度額    49.59 月分  49.59   月分  

その他の加算措置  

定 年 前 早 期 退 職 特 別 措 置 2～ 4 5％ 加 算  

 

 

（注）  退職手当の１人当たり平均支給額は、 28 年度に退職した職員に支給された平均額である。    

 

(3) 地域手当（ 29 年４月１日現在）  

支  給  実  績（ 28年度決算）       116 千円   

支給職員１人当たり平均支給年額（ 28年度決算）        116,388  円  

支給対象地域  支給率  支給対象職員数  国の制度（支給率）  

広 島 市          3 ％           1   人           10％  

 

 (4) 特殊勤務手当（ 29 年４月１日現在）  

支給実績（ 28年度決算）  7 , 8 4 5  千 円  

支給職員１人当たり平均支給年額（ 28年度決算）  1 0 7 , 4 6 3    円  

職員全体に占める手当支給職員の割合（ 28年度）  2 3 . 9    ％  

手当の種類（手当数）  1 3     
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手当の名称  主な支給対

象職員  

主な支給対象業務  左記職員に対する支給単価 

防疫等作業従事手当  従事職員  防疫作業に従事したとき  日額 800円  

変死体収容従事手当  従事職員  変死体を収容したとき  日額 5,000円  

放射線作業従事手当  
医 療 技 術 職

員  

エックス線その他の放射線を照射
する作業をしたとき  日額 230円  

夜間看護業務従事手当  
看 護 師 及 び

准看護師  

深夜において行われる看護等の業
務に従事したとき  

2交代勤務 3,500円  
4時間以上 2,500円  
2～ 4時間 2,300円  
2時間未満 1,800円  

山上作業従事手当  従事職員  
山上において 4 時間以上作業に従
事したとき  日額 800円  

危険性を有する薬品等を

取り扱う手当  
従事職員  

危険性を有する薬品を取り扱う業
務又は病理細菌を取り扱う業務に
従事したとき  

日額 800円  

火葬場業務従事手当  従事職員  火葬業務に従事したとき  1体につき 5,000円  

有害鳥獣駆除業務従事手

当  
従事職員  有害鳥獣の駆除に従事したとき  

1回 1,000円  

（くま放獣解体 3,000円

）  

消防手当  消防職員  
災害現場、高所作業現場、勤務環
境の危険又は劣悪な現場において
作業する職員  

消防手当月額 3,000円  
救急業務手当月額 3,000
円  
潜水手当日額 500円  
管外搬送手当 1件 400円  

税務手当  税務職員  
町税の徴収に関する事務に従事す
る職員  月額 2,200円  

医療及び調剤従事手当  
医 師 及 び 歯

科医師  
医療及び調剤業務に従事したとき  給料月額の 30/100 

除雪作業従事手当  従事職員  
町道等の道路の除雪に従事したと
き  

日額 1,500円  

（ 4時間未満 900円）  

社会福祉従事手当  
ケ ー ス ワ ー

カー  

生 活保 護を 受け てい るも のの 援
護、育成又は更正の措置に関する
業務に常時従事する職員  

月額 10,700円  

 (5) 時間外勤務手当  

支 給 実 績 （ 2 8年 度 決 算 ）  
                

   1 2 4 , 4 4 5  千円  

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 2 8年 度 決 算 ）  
                

     4 5 0  千円  

支 給 実 績 （ 2 7年 度 決 算 ）  
                

 1 3 3 , 6 5 5  千円  

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 2 7年 度 決 算 ）  
                

    4 2 0  千円  

（注）  職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ年

度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とは

ならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。  
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 (6) その他の手当（ 29 年４月１日現在）  

 

手  当  名  

 

内容及び支給単価  

国 の

制 度

と の

異 同  

国 の 制

度 と 異

な る 内

容  

支 給 実 績  

（ 2 8年 度

決 算 ）  

支給職員１

人当たり  

平均支給年

額  

（ 28年度決

算）  

 扶 養 手 当      配偶者              10,000 円  

子           8,000 円  

その他           6,500 円  

（配偶者なし）  

子          10,000 円  

その他           9,000 円  

満 16 歳年度初めから満 22 歳年度末

までの間 1 人につき         

5,000 円  

同  

 37,581 千円  250,539 円  

 住 居 手 当      借家          上限 27,000 円  同   11,955 千円  239,090 円  

 通 勤 手 当      交通機関利用  

1 ヶ月あたり支給限度額    

55,000 円  

交通用具使用  

1 ヶ月あたり支給限度額    

48,000 円  

異  

1 k m×  

8 0 0円  

（ 2 k m以

上 対 象 ） 

39,366 千円  144,728 円  

 管理職手当  給料月額の 8～ 12％  異   16,126 千円  537,544 円  

寒冷地手当  
月額 5,800 円  

（ 11～ 3 月の間支給）  
同  

 1,424 千円  29,069 円  

初任給調整  

手当  

医師免許取得 35 年以内で月額

368,000 円の範囲内  
同  

 7,790 千円  3,895,200 

円  

休日勤務手当  

休日において正規の勤務時間中に勤

務することが命ぜられた職員  

勤務 1 時間あたりの給与額×1.35×

時間数  

同   

19,953 千円  376,466 円  

夜間勤務手当  

正規の勤務時間として、午後 10 時か

ら翌日の午前 5 時までの間に勤務す

る職員  

勤務 1 時間あたりの給与額×0.25×

時間数  

同   

7,300 千円  132,721 円  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 7 - 

５  特別職の報酬等の状況（ 29 年４月１日現在）  

 
区      分  給 料 月 額 等                     

給 

料 

 

町長  

副町長  

教育長  

 

730,000円  

602,000円  

571,000円  

（参考）類似団体における最高／最低額  

840,000 円／  543,200 円  

673,000 円／  504,000 円  

 －  

報 

酬 

議長  

副議長  

議員  

293,000円  

246,000円  

221,000円  

    375,000 円／  280,000 円  

    310,000 円／  220,000 円  

    284,000 円／  195,000 円  

期
末
手
当 

町長  

副町長  

教育長  

       （ 28年度支給割合）  

                      2.95 月分  

議長  

副議長  

議員  

       （ 28年度支給割合）  

                      3.20 月分          

退
職
手
当 

町長  

副町長  

教育長  

 （算定方式）          （１期の手当額）     （支給時期）  

給料月額×支給率（ 5.0）×年数     14,600千円      任期毎 

給料月額×支給率（ 3.0）×年数      7,224千円      任期毎 

給料月額×支給率（ 2.5）×年数      5,710千円      任期毎 

備    考   

（注）１  退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期  

   （４年＝４８月）勤めた場合における退職手当の見込額である。  

 

６  職員数の状況  

 

 (1) 部門別職員数の状況と主な増減理由  

                                                                     
（各年４月１日現在）  

          区  分  
部  門  

職   員   数  対  前  年  
増  減  数  

   主 な 増 減 理 由            
 平成 28年  平成 29年  

  
 普  
  
 通  
  
 会  
  
計  

  
部  

  
門  

  
 

 一  
 般  
 行  
 政  
 部  
 門  
 

議 会  
総 務  
税 務  
民 生  
衛 生  
農 林 水 産  
商 工  
土 木  

2  
6 5  
1 5  
4 1  
1 5  
3 1  
8  

1 6  

2  
7 1  
1 6  
3 4  
1 5  
3 3  
7  

2 1  

 
6  
1  

▲ 7  
 

2  
▲ 1  

5  

 
計 上 変 更 （ 支 所 分 ）  
 
計 上 変 更 （ 支 所 分 ）  

  計  
 
 

1 9 3  
 
 

1 9 9  
 
 

6   

 教育部門  
 

1 9  
 

1 8  
 

▲ 1   

 消防部門  
 

5 9  
         

6 0  
         

1  
 
 

  小    計  
 

2 7 1  
 

2 7 7  
 

6   

公  
営  
企会  
業計  
等部  
 門  

病 院  
水 道  
下 水 道  
そ の 他  

4 1  
5  
7  

1 3  

3 7  
3  
7  

1 2  

▲ 4  
▲ 2  

 
▲ 1  

指 定 管 理 導 入  

  小    計  6 6  5 9  ▲ 7   

合   計  3 3 7  
[ 4 0 9 ]  

3 3 6  
[ 4 0 9 ]  

▲ 1  
 
 

（注）１  職員数は一般職に属する職員数である。  

２  [     ]内は、条例定数の合計である。  
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部門別  

( 2 )  年齢別職員構成の状況（ 29年４月１日現在）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区  分  

 

20歳  

 

未満  

20歳  

～  

23歳  

24歳  

～  

27歳  

28歳  

～  

31歳  

32歳  

～  

35歳  

36歳  

～  

39歳  

40歳  

～  

43歳  

44歳  

～  

47歳  

48歳  

～  

51歳  

52歳  

～  

55歳  

56歳  

～  

59歳  

60歳  

 

以上  

 

計  

 

 

職員数  

 

人  

5  

 

人  

11 

 

人  

2 2  

 

人  

18 

 

人  

17 

 

人  

1 6  

 

人  

5 4  

 

人  

5 6  

 

人  

4 9  

 

人  

4 4  

 

人  

4 4  

 

人  

 

 

人  

3 3 6  

 

 

 (3) 職員数の推移  

（ 単 位 ： 人 ・ ％ ）  

 24 年  25 年  26 年  27 年  28 年  29 年  
過去５年間  

の増減数（率）  

一般行政  214 206 198 196 193 199 ▲ 15(▲ 7.0％ ) 

教育  22 21 21 20 19 18 ▲ 4(▲ 18.2％ ) 

消防  55 55 56 59 59 60 5(9.1％ ) 

普通会計計  291 282 275 275 271 277 ▲ 14(▲ 4.8％ ) 

公営企業等会計計  82 79 81 74 66 59 ▲ 23(▲ 28.0％ ) 

総合計  373 361 356 349 337 336 ▲ 37(▲ 9.9％ ) 

（注）１  各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。  

２  合併した団体にあっては、合併前の年については合併前の旧団体の合計職員数。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年  度  
部門別  
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７ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

（１）共済事業  

    広島県市町村職員共済組合に加入。  

 

（２）勤務条件に関する措置の要求の状況（平成 28 年度） 

事案なし（業務を広島県人事委員会に委託） 

 

（３）不利益処分に関する不服申立ての状況（平成  28 年度） 

事案なし（業務を広島県人事委員会に委託）  

 

（４）職員の福利厚生の状況  

    （財）広島県市町村職員共済互助会に加入。  

     掛金率（平成 29 年 4 月 1 日現在）は会 員 給料月額の 0.52／1,000 

                      事業主 給料月額の 0.52／1,000 

 

 


